
一■

―

‐

用 地 補 償 実 務 例

〔ヽ江〕

財団法人 日本ダム協会

ゝ

ト

JZ午 ?_ァ .2r軽 1子



関 係 〉
―

近畿農政局建設部用地
課長

水資源開発公団 築後
川開発所  総務課長

盛岡市議・盛岡市繋地区
御所ダム対策協議会会長

栃木県塩谷郡 栗山村
村議会議長

法務省大臣官房訟務部
第 3課長

電源開発い手取川事務
所   用地課長代理

関 係 〉
一

むつ小川原開発公社
理事   総務課長

日本国有鉄道 盛岡工
事局      次長

新東京国際空港公団
理事

関 係 〉
―

水資源開発公団 用地
部 副参事

水産庁研究開発部
漁業保全課長

水産庁漁政部 沿岸漁
業課   漁業調整官

関 係 〉
―

都市計画協会  会長

弁護士 (東京弁護士会 )

日本住宅公団東京支所
計画部 次長

係 〉
―

法務省大臣官訟務部部
第 3課長 .

名城大学 法学部教授
(大学院法学研究課 )

稲 葉 初 吉・・。(1)

井 出 裕 通・・。(10)

高 橋 祐 一・・・(21)

寺 沢 扇 三・・。(32)

村 重 慶 一。・。(49)

江 沢 秀 幸・・。(59)

千代島辰夫…(83)

佐 藤 金 光・・。(106)

石 原 耕 作・・。
(141)

佐 伯 靖 彦… (147)

前 田  優 … (157)′

浜 本 幸 生。・。(170)

飯 沼 一 省。・。
(179)

松 浦 基 之・・。(192)

森 岡 常 夫・・。(205)

村 重 慶 一・・。(216)

矢 野 勝 久・・。(224)

用地補償実務例 〔Ⅵ〕

目―一一次

=ダ ム 補 償

ダム補償の体験と反省に立って

早明浦ダムにおける補償の経験と反省

御所ダム補償交渉と地元の態度

川治ダム補償交渉と地元の態度

集中豪雨と「ダム災害訴訟」

用地補償業務の機械化について

一
く 一 般 補 償

むつ小川原の開発方式と用地買収

東北新幹線の用地買収をめ ぐって

成田空港用地問題の教訓について思 う

一  漁 業 補 償

河り|1工 事等における漁業補償

最近における漁業の被害状況とその対策

沿岸公共事業と漁業補償について

一  都 市 補 償

都市問題について思うこと

都市計画 (土地収用・公用負担)に 関する行政救済

用地買収こぼれ話

一  法  規  関

入会権 をめ ぐる法律問題

土地収用強化の下における協議 と確認



沿岸公共事業 と漁業補償 について

浜 本 幸 生
*

§1 沿岸公共事業の実施に伴 つて生 じる漁業補償のタイプについて

沿岸公共事業が実施される場合には,多かれ少なかれ漁業補償問題が生 じる。

しかし,ひ とくちに漁業補償 といってもその内容・性質についてみれば,幾つか

のタイプにわかれる。

例えば,公共事業用地の埋立造成 による漁業権の消滅に関 して,起業者 と漁業

権者 との間で話 し合いが持 たれ,合意に達すれば「契約」によって漁業補償がな

される。 (土地の買収に類する任意買収で ある。 )

しか し,当事者間の合意が成立 しない ときは,起業者 は土地収用法の適用を受

けることによ り,漁 業権者 の意思 にかかわ らず漁業権を収用 して,起 業者が収用

委員会 の裁決に係 る「損失の補償」を漁業権者に対 してすることになる。

これ らの場合の漁業権に係 る補償金の額は,土地収用法においては「近傍類地

の取引価格等を考慮 した相 当な価格」 (同 法第71条 )と 規定 し,一 方 ,公 共用地

の取得に伴 う損失補償基準要綱では「収益 を資本還元 した額 を基準 とする」 (同

要綱第17条 )と して,任意,強 制 どちらの場合 でも,漁業権の対価たる性質の補

償 をすることを定めている。

次いで,公共事業 の用地を造成す る工事の施行期間における土砂流 出等による

水 質汚濁,ま たは公共事業 を実施す ることに よって永続的に水質を汚濁 して (例

えば発電所 の操業に伴 う温水の排出 ),漁業に損害を与 える場合には,不 法行為

(違 法に他人の権利 を侵害 して損害 を与える行為……民法第 709条 )を 原因 とす

*農林省水産庁漁政部沿岸漁業課漁業調整官
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沿岸公共事業と漁業補償について

る「損害賠償」をす ることとなり,賠償額は原因行為 と相 当因果関係 に立つ損害

の額 (同条 )で あるか ら,漁業損 害の実態に応 じて定 まるところの賠償額 を補償

する。

しか しながら,こ の不法行為事案であるところの水質汚濁の場合で も,温排水

等が永続的に排 出され るために漁業権の行使が不可能 となるときには,契約によ

ってあ らか じめ漁業権を消滅 させるこ とがある。このような場合の補償は,損 害

賠償ではな。く
。
前述の任意買収たる性質の補償 をしている。

また,埋立工事期間中漁業権 の行使が不可能 となる場合には,そ の期間につい

て土地の一時借上 げのようなかたちの漁業権の補償 (漁業権の制限補償 などと呼

ばれてい る。 )が 行なわれている。

§2 漁業補償額の算定基準について

以上のよ うな漁業補償の しかたをながめれば,補償額は,漁業権の消滅をなす

場合 には,任 意買収,損失補償であれ,損 害賠償 であれ,そ の漁業権の対価を補

償額 の算定基礎 とし,漁 業権が消滅しない場合 には,そ の原因行為 と相 当因果関

係に立 つ損害額を補償 してい ることが うかがわれる。

しか し,漁 業権は売買が不可能である (漁業法第26条 )の で,当 然漁業権 の取

引価格は存在 しない。したがって何 らかの方法で漁業権の対価なるものを算定 し

なければならな くな る。民間私企業が補償する場合 には,土地 のように,漁場 1

坪 あた りい くら とい うよ うな補償額の算 定がなされていることがあるが,こ れで

は営業権た る漁業権の性 質 (特 定の漁場において特定の漁業 を独 占排他的に営む

権利 である。 )か らして問題 があり理論的根拠 を欠 く。

それ で「公共用地の取得に伴 う損失補償基準要綱」 (昭和37年 6月 29日 閣議決

定。以下「補償要綱」 とい う。 )で は,漁 業権の対価は,そ の漁業権か ら生ずる

収益 を資本還元 した額 (収 益価格 )を 基礎 として算定 し (第 17条 ),ま たこの漁

業の対価 の補償 (「対価補償」 と呼ばれ る。 )の ほかに,漁業権の消滅 ど相 当因

果関係に立つ漁業経営上の損失 (第 38条 ～第40条 ,第 43条 )の 補償や解雇 される

従業員に対 しての離職者補償 (第 46条 )を 定めている。 (こ れ らは「通(常 )損(知

補償」 と呼ばれ る。 )
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○漁業権の消滅の場合 の対価 補償額の算定方式 ( 第17条 )

R… …年収益

r… …還元率

R 収入 ― (経費十 自家労賃 )
基準額 = r   利率 (8%が 普通 )

対価補償額は,基 準額に当該漁業権に係る水産資源の将来性 等を考慮 し

て補正 した額

○漁業権の期間制限または一部消滅の場合の対価補償額の算定方式

(第 2条 )

消滅の場合の対価補償額に制限等の内容による割合 を乗 じた額

これを対価補償の基準額の算定に変型す ると ,

期間制限の場合

+× Q

漁場 の一部消滅

ま趙 ま n… …制限年数

a… …被害率

Rl… …平常時 の収益

R2・・・…制 限時の収益

×
Ｒ

一
ｒ

a ま た は
Rl ―  R2

ところで,公 共事業の施行に伴 う水 質の汚濁等による損害の補償については ,

この補償要綱の適用はない。 しか し,公用徴収に係 る損失補償の場合 (土 地収用

法の発動 )で も不法行為 に基づ く損害賠 償の場合でも,ど ちらもその根本原理 は

ともに「公平の理念」 であ り,社 会に生ずる損害の負担 を公平妥当に分配する制

度 だといわれてい る。

この補償要綱 で規定 され ている損失補償の方法は,漁 業権の消滅・ 制限の場合

において補 償すべ き損害すなわちこれ と相当因果関係に立つ損害について定めた

ものであるから,こ の補償要綱に則 して損害賠償 して も差 し支 えない ことにもな

る。

とくに,漁獲量が減少する場合の年々の収益減を事前に一括して賠償するとき

の補償額は,収益を資本還元して算定する対価補償基準額の算定と全く一致する

ことになる。

§3 漁業権,許可,自 由漁業の制度と補償との関係について

○漁業権……特定の水面において特定の漁業を独占排他的に営む権本り(定 置 ,
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沿岸公共事業と漁業補償について

区画,共 同の 3種 )

○許可漁業……その漁 業を営むにつき,農林大臣または都道府県知事の許可

を要する漁業 (底 びき網漁業,定 置,区画漁業等 )

○自由漁業……その漁業 を営むにつ き,許可 を要 しない漁業 (一本釣漁業 ,

共同漁業等 )

漁業の免許は,漁業権 とい う権利 (私権 )を 設定する行政処分で,漁業の免許

を受けた者 て漁業権者 )は ,権利 として漁業権の内容たる漁業を営み,漁 業権は

物権 とみな され るので (漁業法第23条 ),そ の侵害に対 しては妨害排除,妨害予

防の請求権 (物 権的請求権 )を 行使 しうる。

漁業 の許可は,漁 業法所定の目的 (第 65条 等 )に よって一般的に禁止 した漁業

の営業を特 定の者に解 除する行政処分で,許 可を受けた者 は禁止以前の本来の漁

業営業の自由を回復する。

自由漁 業は,漁業営業自由の原則にその ままあてはまる ものである。

漁業権の内容 たる漁業 も,定置漁業,区画漁業 は許可を要する漁業 であり (第

9条 参照 ),共 同漁業は自由漁業 である。

この よ うに,漁業制度上では,公法関係においては漁業権を特別な地位にお く

ものではない。

私法関係では,漁 業権は物権 とみなされ るが,許可,自 由漁業 を営む地位は物

権 とはみなされない。「物権」は目的物 を直接に支配することを内容 とするもの

で,そ の権利内容の実現が社会的受認の限度以上 に妨害 されるようなときには ,

その妨害の排 除等を請求 しうる。すなわち公共事業のための工事 をすることが漁

業権の侵害になるときには,そ の工事を取止めよとい う請求権があるのである。

しか しながら,そ の工事によって生 じた損害の補償を請求す る権利は,物 権の

作用 ではな くて,二般の損害賠償の法理 に基づ くもの (債権的請求権 )で あるこ

とに注意すべきである。

そうだとす ると,漁業権漁業 も,許 可 0自 由漁業 も補償に関 しては差異はない

わけで,そ れ らの漁業利益が法的に保護 され るべき利益……すなわち権利…… で

あるときに社会生 活上受認すべ き限度以上に侵害 された ときには,そ の損害の補

償を請求できるとい うことにな る。

補 償要綱 では,補償の対象 を,漁業権・入漁権 (第 2条 1項 )お よび許可漁業

または 自由漁業 であって社会 通念上権 利 と認め られ るもの (同条 5項 )と 規定 し
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て,こ のことを明 らかにしている。また,補償 を受 ける者は,こ れ らの漁業権等

の権利者である (第 4条 )が ,こ の権利者 とは,漁業権・入漁権 とい う物権の所

有者 を意味するものでな いことは,い うまで もない。

§4 共同漁業権 等の組合管理漁業権の補償について

1.組合管理漁業権 とは

漁業権は漁業を営む権利 であるが,免許を受けた者 (漁業権者 )自 身は実際の

漁業 を営まない ものである。共 同漁業権 (漁 業法第 6条 5項 )と 区画漁業権 (同

条 4項 )の 大部分一一 の り養殖業等 の特 定区画漁業権 (第 7条参照 )お よび入漁

権 (同条 )が これ であ る。

組合管理漁業権 では,漁 業権者たる漁業協同組合は, もっば らその組合員 が各

自営んでいる漁業を団体的に管理す る役割 りを果 してお り,組合 で一定の と りき

め__「漁業権行使規則」―一 を作 って,組合員の うちで漁業権の内容たる漁業

を権利 として営む (漁業行使権一一 後述 )者 の資格 を定め,そ の資格 のある組合

員が漁業を営む場合 に遵守すべき事項 (漁 場の日明け,漁 法等 )を 定める (第 8

条 1項,2項 )。

2.組合員の漁 業行使権 とは

漁業権行使規則によって資格のある組合員が,組合が免許を受けた漁業権の内

容 とな っている漁業 を,そ れぞれ が営む権利である。 (第 8条 1項 )。 す なわち,

組合管理漁業権では,権利の目的たる漁業の利益は,漁業行使権者 たる組合員各

自が実現 し,亨受す るものである。

漁業行使権は,「 (私権 であ り,かつ財産権たる )漁業権 に基盤をお く権利 と

して,や は り物権的性格を有 し,具体的には,そ の権利内容実現のための,い わ

ゆ る物上請求権を派生せ じめる権利 (財産権 )と して把握す るのが相 当である。」

(福岡高裁昭 48.10。 19判決 )漁業行使権の侵 害は,漁業権侵害同様,親 告罪 とな

ってい る (第 143条 )。

3.組 合管理漁業権 の補償

組合管理漁業権 は,以上のよ うに特異な権利であって,そ の本質は「入会権」

である。漁業法ではこの ことを,「 一定の水面 を共同に利用 して営む」 (第 6条

5項 )と 規定 して明 らかにしている。

入会権の主体は,み ようによっては部落,部 落民の どち らにで もとれるのであ
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沿岸公共事業と漁業補償につぃて

って,こ のことは組合管理漁業権につ いても同 じである。漁業法 では部落 (漁業

協同組合 )の 管理権能 に着 日してこれを権利主体 としたが,民 法では逆に,部 落

民の共 同利用権 を入会権 として構成 している。

したがって組合管理漁業権に係 る補償については,補償対象を組合 とすべきか

組合員 とすべきか とい うような難 しい問題が生 して くる。そ してこれに関してい

ろいろな説があるが,簡単に結論的に述べると,

補償を行な うには,権 利内容の質的分属 (管 理・処分権能が組合に,収益権能

が組合員 (漁業行使権者 )に )に かかわらず,漁業権一本に一括 してすることが

正当である。 (な お,埋 立て等によって他の許可漁業 ,自 由漁業についても補償

す るときには,こ れ らも含めて組合一本に一括 して補償す るのが妥当である。 )

補償金 を受け取る者は,終局的には,漁 業 を営み したがって損害 を受けるとこ

ろの組合員である。

補償契約に よって組合に対 して補償 され た場合であっても,組 合は漁業営業の

主体ではな く (自 営 していない ),漁業は組合員各自が独立 して営んでぃるので

あるから,補償金は組合 とい う法人の財産・収入 とはな らず ,直接組合員各 自に

帰属することになる。

なお,補償契約 (漁 業権者が埋立てに同意 した り漁業権を放棄す ることと, こ

れに対 して補償金 を支払 う,こ とを内容 とす る契約 )を 締結するには,組合総会

の特別議決 (水産業協同組合法第50条 。正組合員の過半数が出席 し,そ の 3分の

2以 上 の多数決 )と ,関 係す る組合員全 員の同意または契約締結の委任状が必要

で あ る 。

§5 埋立ての同意等についての漁業法第 8条 の規定の類推適用について

大分県臼杵市地先の埋立てに係 る, いわゆる風成公害予防斗争事件 において ,

1審 の大分地裁 (昭 46。 7.20)お よび 2審の福岡高裁 (昭 48.10.19。 確定 )は ,漁

業法第 8条 5項, 3項 の規定 を,公有水面埋立ての同意 (公有水面埋立法第 4条

1号 )お よび漁業権の放棄 (一部放棄 )の 議決 (水産業協同組合法第 50条 4号 )

に類推 して適用 し,地 元漁民の総会議決前の同意 を得 ていない埋立ての同意に基

づいて した公有水 面埋立免許は免許の要件を欠 く違法のもの として取消 し,一 方 ,

同様 に組合が行 なった漁業権放棄の議決を無効 とす る判決 を行なった。
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1.漁 業法第 8条 3項 , 5項 とは

組合管理漁業権では団体的統制のために「漁業権行使規則」 (前 出 )を 定める

が,こ れ は組合総会での特 別議決事項である (水 協法第50条 5号 )。 しかし,組

合管理 漁業権の うち第 1種共 同漁業 (漁 業法第 6条 5項 1号 )を 内容 とする共 同

漁業権お よび特定区画漁 業権 (第 7条 )で は,こ の総会議決の前 に,特 定区画漁

業権にあ ってはその漁 業権に係 る地元地 区 (自 然的及び社会経済的条件によ りそ

の漁業権の漁場が属す ると認 められ る地区 〔第11条 1項 )で ,都道府県知事が漁

業権の免許の内容の事前決定 (漁場計画 )の 際に公示する (同 項, 5項 )。 )に

居住す る組合 員の うち当該漁業権の内容たる漁業 を営む者 (新規漁場 に係 るもの

については沿岸漁業を営む者 )の 3分 の 2以上の書面による同意 を必要 とし,共

同漁業権にあ ってはその漁
・
業権に係 る関係地区 (地 元地区 に同 じ。〕に居住す る

組合員の うち沿岸漁業 を営む者 の 3分の 2以 上の書面による同意 を必要 とすると

い う規定 である (第 3項 )。 そ して このこ とは ,漁 業権行使規則の変更または廃

止 につぃて も同 じであ る。 (第 5項 ).

これ らの規定の趣 旨について前記福岡高裁判決は,「漁協の組合員であるこ と

と当該組合に属す る漁業権の行使に参加することとを分離 し,漁協が部落的な漁

業権に拘束され ることな く経済的に拡大発展 しうる途 を開 いた。」そ して漁協の

拡大化,広域化に伴い,「 当該漁業権の内容たる漁業 を営む者 よ りむ しろこれ を

営まない者の方が多数 を 占め,ひ いては,単一漁協のなかにあって,そ の有す る

漁業権 を事実上部落ご とに分割 して行使す るとい う事態す ら予想された ところに

よ り,共 同漁業権のうちの,地縁的 なつなが りが密接な第 1種共同漁業を内容 と

す る共同漁業権と特定区画漁業権については,水協法に定 める総会の特 別決議 の

要f4を 満たす場合 であ って も,当 該漁業に従事 しない組合員の意思のみによって,

現に当該漁業 を営む者の地位が不当に脅かされることのないよ う配慮 したものに

ほかならず」,「 これ を要す るに,漁 協の広域化,拡大化 に伴 い,そ の有する漁

業権の,い わば関係部落ごとの行使 を制度的 に保障 したものである」とい う。判

旨正当である。

2.漁業権 じた いの放棄・変更については総会議決前の地元漁 民の書面同意制

度が規定されていない理由

しか しなが ら,漁業権 じたいの得喪・変更の処分については, この ような地 元

漁民 の書面同意の規定がおかれていない。その理 由は,組 合管理漁業権では組合

―

し

―
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沿岸公共事業と漁業補償につぃて

の持つ ところの管理 e処分権能に着 目して組合 を権利主体に構成 したことを前に

述べたが,こ のための論理的な帰結 にはかな らない。すなわち,漁業権の権利主

体は法人たる組合 であるから,組合の持つ権利 を処分するとい う決定は組合の最

高の意思決定機関 である総会議決によるべきであ り,そ の権能 は制約することは

できないということである。

この ことについて,漁業権の放棄 についての第 8条 5項 03項 の類推適用 を否

定 した香川県 坂出市地先埋立 に関す る高松地裁の決定 (昭 45.4.28。 確定 )が ,

「申請 人 らは,漁業権の全部または一部 の消滅は当然に漁業権行使規則の変更を

もた らすか ら,(中 略 )総 会の特別決議のほか,漁 業法第 8条 第 3項 により関係

地区漁民の 3分 の 2以上の書面による同意が必要であ ると主張 (中 略 )す るが ,

もしそ うであるならば結局の ところ塩飽漁連が本来存す る漁業権の管理 0処分権

能が漁連 の会員の うち 1単 協 の組合 員の意思に左右 され ることとなり,そ のいき

つ くところは,全会員の同意がなければ漁連は漁業権消滅 の決議をな しえないこ

ととな り」また,「漁業権行使権者の意思によ り,塩飽漁連の有する漁業権の処

分管理権能が制限され ることとなるが,こ の ような結果は,行使権が共同漁業権

の範囲内にお いて行使 され るものとする漁業法第 8条第 1項 の規定に反するもの

である。行使権はあ くまで漁業権行使規則に基づき漁業権の範 囲内におぃて行使

され るものであ り,漁業権 の存 在 を前提 としているものであって,漁 業権 自体の

管理処分権能 をその内容 とするものではない。」と判示 しているとお りである。

3.類推適 用問題について

漁業法第 8条の地 元漁民 の書面同意制度を漁業権の放棄 あ るいは埋立 ての同意

に類推適用すべきか否かについては従来か ら争われてお り,こ れを肯定 した風成

事件判決と否定 した高松地裁決定があることを紹介 したが,現在でも公共事業に

関 しては札幌地裁の伊達町地先発電所事件,水戸地裁 の高浜入干拓事件で争われ

てお り,将 来 も問題が起きることを予想 しうる。

公共事業 を実施す るには,関係住民の充分なコンセンサスを得 るべ きことはい

うまで もないことである。

類推適用問題は,こ のコンセンサスを得 るとい うことの法律的側面でもあると

いえよ う。すなわち,団 体の多数 決でな された同意について,少数者の利益を保

護す るために,こ れ を有効とするか,無効 とするかどうかとい うことであ る。

ひ るが えって,さ きに組合管理漁業権の本質は入会権であると述べた (§ 4の
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3)。 入会権な らばその放棄 には入会権者全員の賛成が必要である。しか し漁業

権 については実定法上 (水 協法第50条 )多数決原理 を導入 している し,ま た,こ

のことにつ き漁協 の合併 によ り拡大化,広域化 しているにも拘 らず,と くに入会

部落団体 (地元地区,関係地 区 )の 特別な権限を認めていない (前項参照 )。

ところが漁業法・水協法の規定が「海の入会」 の近代化,合理 化 を図るもので

あるけれ ども,そ れは入会漁場の漁業利用の近代化・合理化 を図 る目的によるこ

とにほ
・
かな らない。そ うなると,漁 業利用をやめる場合 とくに入会漁場が消滅 し

て入会部落 (生活協同体たる漁村部落 )の潰滅を もた らす ような場合 には,そ れ

は部落漁民の全生活領 域に影響 を及 ぼす ことにな るか ら,こ のような場合 には漁

業法等 の規 定をはたらかさず,非近代 的な「入会 権」の消滅 と して処理す るのが

妥当ではな いかと,か ねがね思 っていうことである。

類推適 用問題 については,風 成事件判決 には, このような考え方が入 っている

のではないかと感 じられる。 (入 会権の放棄については全員一致ではなくて多数

決による慣習 も一部に出てきている と聞いてお り,風成事件判決 もあるいは,こ

の方向 を示唆す るものであるかも知れ ない。 )こ のような視点か ら考えることに

よって,こ の問題 も解決ができるのではないかと思われる。

なお,漁 業補償契約 につぃて の関係組合員全員の同意があれば,そ の同意は類

推適用 した場合に も,そ の書面同意に比すべ き明確な同意 とみ られることに間違

いはないであろう。
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